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府職労公式LINEアカウント
お友達追加してね

　
前
回
紹
介
さ

れ
た
「
天
上
の

葦
」
を
読
み
ま

し
た
。
圧
巻
で

し
た
。
過
去
の

事
実
に
基
づ
い

た
現
代
サ
ス
ペ

ン
ス
で
、
歴
史
に
全
く
興
味

の
な
い
者
で
も
、
す
ん
な
り

と
読
め
る
作
品
で
し
た
▼
そ

の
本
の
テ
ー
マ
「
検
閲
」
と

い
う
こ
と
で
は
、
先
日
、
愛

知
県
の
「
表
現
の
不
自
由

展
」が
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

慰
安
婦
を
表
現
し
た
少
女
像

や
憲
法
９
条
を
テ
ー
マ
に
し

た
俳
句
な
ど
、
各
地
の
美
術

館
か
ら
撤
去
さ
れ
る
な
ど
し

た
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
し

た
。「
表
現
の
自
由
に
つ
い

て
議
論
し
た
い
」
と
い
う
狙

い
は
、
ど
う
し
て
理
解
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
▼

最
近
で
は
、「
戦
争
反
対
」

と
口
に
し
た
だ
け
で
、
周
り

が
引
い
て
し
ま
う
の
を
感
じ

ま
す
。
自
分
が
幼
い
頃
は
、

も
っ
と
み
ん
な
が
普
通
に
、

「
戦
争
は
い
け
な
い
」
と
言

っ
て
い
た
の
に
。
大
量
の
情

報
に
よ
っ
て
、
感
情
が
煽
ら

れ
る
情
の
時
代
。「
…
戦
争

の
母
胎
と
な
る
の
は
、
理
性

で
は
な
く
し
て
、
実
に
大
衆

の
興
奮
な
の
で
あ
る
」
煽
ら

れ
て
は
い
け
な
い
。
戦
争
は

最
悪
だ
っ
て
い
う
こ
と
を
、

み
ん
な
の
心
に
染
み
込
ま
せ

て
い
き
ま
し
ょ
う
▼
「
お
か

え
り
」
と
言
っ
て
く
れ
る
人

が
い
る
。
ご
ろ
ん
と
寝
こ
ろ

ぶ
家
が
あ
る
。
庭
に
木
が
生

え
て
い
る
。
い
つ
も
と
変
わ

ら
ぬ
景
色
が
あ
る
。
そ
ん
な

幸
せ
を
み
ん
な
で
一
緒
に
守

っ
て
い
き
た
い
で
す
。 （
ウ
）

　まず労働組
合への加入から　

　９月12日、府職労は府当局に対し、「マイナ
ンバーカードの一斉取得の推進及び申請・取得
状況の把握」に抗議し、カード取得を強制しな
いよう求める申し入れを行いました。

非常勤職員の皆さんへ

大阪の最低賃金
引上げ（936円⇒964円）で

他の職員送迎にかかるマイカー利用を可能に
災害時の公共交通機関途絶時

「非常勤職員制度改正」
のお知らせ

情報漏えいの危険性やプライバシー侵害の恐れがある「マイ
ナンバーカードの一斉取得の推進及び申請・取得状況の把
握」に抗議し、カード取得の強制しないことを求める申し入れ

　７月18日、府当局は「所属職員等におけるマイナンバーカードの一斉
取得の推進及び申請・取得状況の把握について（依頼）」を通知しました。
　これは、総務省が「地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の
推進について（依頼）」を自治体と地方共済組合に通知したことに伴う
もので、職員やその被扶養者を対象に、令和３年３月から実施されるマ
イナンバーカードの健康保険証利用を進めるため、「パソコン、スマー
トフォンを利用したオンライン申請によるカード取得を勧奨」し、また
「非常勤職員らへも勧奨」、「今年度中４回にわたり、一人ひとりの職員
の申請・取得状況を調査する」というものです。
　マイナンバーカードの取得は義務化されておらず、取得するか否かは
個人の自由が尊重されなければなりません。しかし、所属長を通じて勧
奨することにより「強制力」を生じさせかねません。また、カード申請
・取得の調査は、内心の自由を侵害するものであり、私的領域への重大
な人権侵害と言わざるを得ません。
　マイナンバー制度は、国民の個人情報を国が集中管理し、国民監視を
強めることが目的であり、プライバシー流出の危険性などの問題点も多
く指摘されています。さらに、行政サービスや社会保障分野の産業課
（ビジネス化）が進められ、地方自治体が担う住民サービスの縮小にも
つながります。
　府職労は、情報漏えいの危険性やプライバシー侵害の恐れがあるマイ
ナンバーカード制度は問題であり、「所属職員等におけるマイナンバー
カードの一斉取得の推進及び申請・取得状況の把握について（依頼）」
に対して抗議するとともに、カード取得の強要を行わず、個人の選択と
して「任意」であることを周知するよう強く求めます。

2019年９月12日
大阪府知事
吉村　洋文 　様

大阪府職員労働組合　　
執行委員長　有田　洋明

　来年４月１日より、地方公務員法及び地方自治法改
正に伴い、大阪府で任用される一般職非常勤職員は
「パートタイム会計年度任用職員制度」に移行されま
す。府職労は、非常勤職員が大阪府の仕事を担う組織
の一員として、意欲をもって業務に従事できるよう賃
金引上げや諸手当の支給、休暇制度の充実など勤務労
働条件の確保に努め、いっそうの待遇改善を求めます。

　
９
月
５
日
よ
り
「
職
員

の
自
家
用
自
動
車
に
よ
る

公
務
旅
行
に
関
す
る
要

領
」
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、

災
害
等
に
よ
る
公
共
交
通

機
関
途
絶
時
に
、
所
属
長

が
職
員
を
確
保
し
な
け
れ

ば
公
務
に
支
障
が
生
じ
る

と
き
、
あ
る
い
は
公
務
能

率
が
著
し
く
低
下
す
る
と

認
め
る
場
合
、
駐
車
場
を

確
保
し
た
上
で
、
次
の
要

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
職
員
に
対
し
、
自
家
用

自
動
車
に
よ
る
他
の
職
員

の
送
迎
に
か
か
る
旅
行
命　９月４日、府当局は最低賃金法による大阪府最低賃

金の改正に伴い、10月１日より大阪府最低賃金（時給
964円）を下回っている事務補助員・電話交換手・施
設管理員の単価を引き上げる提案をしました。引き続
き、秋季年末交渉に向けて、非常勤職員の生活改善に
つながる賃金引上げなど待遇改善を求めてとりくみを
強化します。

令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
ま
す
。

①�

あ
ら
か
じ
め
、
所
属
長

が
自
家
用
自
動
車
に
よ

る
他
の
職
員
の
送
迎
を

認
め
た
も
の

②�

要
領
の
第
３
の
２
（
下

肢
等
障
が
い
を
除
く
）

の
規
定
に
基
づ
き
承
認

を
受
け
た
も
の

③�

災
害
等
に
よ
る
交
通
事

情
も
考
慮
の
上
で
、
安

全
に
自
家
用
自
動
車
の

運
転
を
行
え
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
も
の

　
府
職
労
は
、
公
共
交
通

機
関
途
絶
時
に
通
常
の
通

勤
以
外
の
迂
回
ル
ー
ト
で

出
勤
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
自
己
負
担
が
生
じ
な

い
よ
う
支
給
で
き
る
よ
う

に
見
直
す
と
と
も
に
、
災

害
時
に
安
心
・
安
全
に
職

場
へ
出
勤
で
き
る
よ
う
勤

務
労
働
条
件
の
改
善
を
求

め
ま
す
。

「職員の自家用自動車による公務旅費に関する要領」改正

項　 目 主な変更内容（令和２年４月１日から）

任　  用

非常勤作業員について、公募による選考
に合格した場合は、任用の日から起算し
て３年を超えた場合でも、同一所属の職
に再度任用されることが可能となります

条件付採用 任用の都度、原則１月間は条件付採用と
なります

期末手当の
支給　　　 期末手当支給制度が創設されます

営利企業へ
の従事等の
制限　　　

営利企業への従事等の制限の対象外とな
ります（許可が不要となります）

人事評価 すべての一般職非常勤職員が人事評価の
対象となります

休　　暇 私傷病による病気休暇を除く特別休暇に
ついて、以下の付与条件を廃止します

非常勤職員の単価改定へ
非常勤職員の単価を最賃並みではなく、
生活改善につながる大幅引き上げを

マイナンバー
カード強制
するな！

情
報
漏
え
い
の
危
険
性
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
恐
れ

来年４月１日から制度改正されます


